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申
告
が
必
要
な
方

　

申
告
が
必
要
な
方
は
、
次
の
❶
〜
❻
に
該
当

す
る
方
で
す
。

❶
農
業
や
商
業
、
製
造
業
な
ど
の
事
業
を
営
ん

で
い
る
方

❷
譲
渡
・
不
動
産
・
配
当
・
利
子
・
雑
収
入
な

ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方

❸
給
与
所
得
以
外
に
公
的
年
金（
国
民
年
金
や

厚
生
年
金
、
農
業
者
年
金
、
各
種
共
済
組
合

年
金
な
ど
）に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た
方

❹
給
与
ま
た
は
公
的
年
金
等
を
２
カ
所
以
上
か

ら
受
け
取
っ
て
い
る
方

❺
給
与
所
得
者
ま
た
は
公
的
年
金
等
所
得
者

で
、
事
業
所
や
公
的
年
金
等
支
払
者
が
、
給

与
支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
を
市
に
提
出
し
て
い
な
い
方

❻
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

※
昨
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
方
や
障
害
年

金
・
遺
族
年
金
・
雇
用
保
険
の
み
の
方
、
収

入
が
公
的
年
金
の
み
で
一
定
額（
平
成
25
年

１
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
は
１
５
５
万

円
、
65
歳
未
満
の
方
は
１
０
５
万
円
）以
下

の
方
は
、
申
告
会
場
で
の
受
付
は
不
要
で
す

が
、「
簡
易
申
告
書
」
を
市
役
所
１
階
税
務

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

※
税
務
署
に
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
方
や
、

本
市
に
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た

方
な
ど
は
申
告
は
不
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
物

①
印
鑑（
シ
ャ
チ
ハ
タ
印
を
除
く
）

②
収
入
・
所
得
が
分
か
る
物

〔
給
与
所
得
者
・
年
金
受
給
者
〕

　

源
泉
徴
収
票

〔
農
業
・
営
業
・
不
動
産
所
得
者
〕

　

帳
簿
な
ど
の
収
支
内
訳
書
と
必
要
経
費
の
領

収
書

〔
雑
所
得
の
あ
る
方
〕

　

土
地
の
譲
渡
、
満
期
保
険
金
、
株
式
の
配
当

な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
収
入
や
必
要
経
費

が
分
か
る
物

平
成
平
成
2525
年
度
年
度

市
民
税
・
県
民
税

市
民
税
・
県
民
税

申
告
相
談

申
告
相
談

２
月
６
日
水
か
ら
３
月
15
日
金
ま
で

〜
早
め
の
準
備
で
安
心
・
確
実
〜

〜
早
め
の
準
備
で
安
心
・
確
実
〜

　

本
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
原
則
と
し
て
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

本
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
原
則
と
し
て
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

申
告
は
、
市
県
民
税
の
算
定
だ
け
で
な
く
、
所
得
証
明
書
や
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

申
告
は
、
市
県
民
税
の
算
定
だ
け
で
な
く
、
所
得
証
明
書
や
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
な
ど
の
算
定
資
料
と
な
る
大
変
重
要
な
手
続
き
で
す
。

保
険
料
な
ど
の
算
定
資
料
と
な
る
大
変
重
要
な
手
続
き
で
す
。

　

２
月
６
日（
水
）以
降
、
地
域
別
に
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
早
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

２
月
６
日（
水
）以
降
、
地
域
別
に
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
早
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
所
得
の
申
告
が
な
い
と
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
の
申
告
が
な
い
と
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申告に関する詳細は、１月号と一緒に配
布する「平成25年度市民税・県民税申告
相談のお知らせ」をご覧ください。

③
控
除
を
受
け
る
た
め
の
物

〔
社
会
保
険
料
控
除
〕

　

国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
な
ど
の
領
収

書
ま
た
は
控
除
証
明
書

〔
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
控
除
〕

　

生
命
保
険
、
個
人
年
金
、
地
震
保
険
料
な
ど

の
控
除
証
明
書

〔
障
害
者
控
除
〕

　

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書（
福
祉
事
務
所
発
行
）

〔
医
療
費
控
除
〕

　

領
収
書
と
高
額
療
養
費
、
生
命
保
険
の
給
付

金
な
ど
医
療
費
の
補
て
ん
を
受
け
た
金
額
の
分

か
る
物

※
医
療
費
は
、
あ
ら
か
じ
め
合
計
額
を
計
算
し

て
か
ら
申
告
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
方
へ

　

震
災
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受

け
た
方
は
、
雑
損
控
除
な
ど
の
適
用
に
よ
り
、

所
得
税
や
住
民
税
の
軽
減
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
雑
損
控
除
の
計
算
方
法
は
被
害

状
況
や
取
得
年
月
、
修
理
費
用
な
ど
で
異
な
る

た
め
相
当
な
時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
早
め
に

税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
24
年
分
の
確
定
申
告
で
繰
越
控

除
を
受
け
る
場
合
は
、
平
成
23
年
分
の
繰
越
損

失
の
金
額
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
平
成
23

年
分
の
確
定
申
告
書
の
控
え
ま
た
は
更
正
通
知

書
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　e-Tax（電子申告）を利用して所得
税の申告をすると、次の①～③な
どにより便利でおトクです。
①平成24年分の所得税の確定申告
書を、本人の電子署名と電子証
明書を付けて期限内に送信する
と、最高3,000円の税額控除を受
けることができます。

※平成19年分から平成23年分まで
の確定申告で、e-Taxの控除を受
けた方を除きます。

②通常の申告では医療費の領収書
などの提出が必要ですが、電子
申告では、書類の記載内容を入
力することにより、その書類が
提出不要となります（ただし、３
年間保存必要）。

③e-Taxを利用した還付申告は、通
常の申告より早く処理されます。
通常の申告は還付まで約２カ月
かかりますが、e-Taxの場合は約
３週間に短縮されます。

平成25年度から実施される

住民税の主な改正
■生命保険料控除の改正
　平成24年１月１日以後に締結し
た保険契約（新契約）にかかる控除
の計算方法が改正されました。
①新契約のうち、介護・医療保障
にかかる「介護医療保険料控除」
が創設されました。

②新契約の「一般生命保険料控除」
「個人年金保険料控除」「介護医
療保険料控除」の適用限度は2.8
万円になります。

③生命保険料控除額の全体の限度
額は、8.4万円ではなく７万円に
なります。

所得税の申告は

「e-Tax」
が便利でおトクです！

●市県民税の申告に関する
　問い合わせは
　税務課　☎22-1313
●所得税の申告・e-Tax・雑損控除
　に関する問い合わせは
 ・大河原税務署個人課税部門
　☎0224-52-2202
　（音声案内に従い「２番」を選択）
 ・国税庁ホームページＵＲＬ
　http://www.nta.go.jp

－　 申告相談の日程と会場 　－

相談日
自　治　会　名

相談会場
午　前 午　後

２
月

6日 水 上戸沢､ 下戸沢､ 赤井畑､ 冷清水 大熊､ 東､ 塩倉､ 中北､ 猿鼻
小原公民館

7日 木 新町､ 赤坂､ 湯元､ 明戸､ 小久保平 機材移動のため受付できません

8日 金 越河１区、２区、３区 越河９区、10区
越河公民館

12日 火 越河４区、５区、６区 越河７区、８区

13日 水 斎川１区、２区、３区 斎川４-１区、４-２区、５区、６区
斎川公民館

14日 木 斎川７- １区、７- ２区、８区 機材移動のため受付できません

15日 金 白川１区、７区 白川２区、４区
白川公民館

18日 月 白川３区、５区、６区 機材移動のため受付できません

19日 火 大鷹沢３区、４区、６区 大鷹沢１区、２区
大鷹沢公民館

20日 水 大鷹沢９区、10区、11区、12区 大鷹沢５区、７区、８区、田中

21日 木 機材の移動と保守点検のため、午前・午後とも受付できません

22日 金 大平２区、３-１区 大平１区、８区、城南の丘

白石市役所
４階

大会議室

※庁舎正面駐車
場の混雑が予
想されますの
で、城下広場
駐車場をご利
用ください。

25日 月 大平３-２区、７区 大平４区、５区、６区

26日 火 西区上、西区下、鎌先 南区、東区

27日 水 北区、三住、弥治郎 上原、下原、山ノ下

28日 木 八宮、芹沢、蔵王、大網 山根、不忘、川原子

３
月

1日 金 滝上、尾箆、岩ノ上 滝下

4日 月 沖 南町

5日 火 田町、本町 短ヶ町、新町、中益岡、東益岡

6日 水 西益岡、寿町、清水小路 柳町

7日 木 本郷第二、本郷第四、郡山 本郷第三

8日 金 本郷第一、亘理町 旭町

11日 月 上郡山第一、上郡山第二 鷹巣、小下倉

12日 火 緑が丘、中町、長町 寿山

13日 水
上記日程で申告できなかった方
※例年、大変込み合いますので、時間に余裕を持ってお越
しください。

14日 木

15日 金

■午前の部　9:00 ～ 12:00　※7:30 ～受付
■午後の部　各公民館：13:00 ～ 15:30　市役所：13:00 ～ 17:00
■夜間の部（３月４日・８日のみ）　18:30 ～ 19:30　※17:30 ～受付

【申告にお越しの際は、下記の点にご理解をお願いします】
❶相談時の待ち時間をできるだけ短くするため、所得の種類により、
受付窓口を「①給与・年金のみの所得の方」「②給与・年金以外に所
得のある方」の２つに分けています。
❷午前中に受付を済ませた方でも、受付人数などの状況により午後か
らの相談となる場合があります。
❸２月６日～ 20日は担当職員が地区公民館に移動しますので、市役所
では申告の受付ができません。
❹酪農や肉用牛の申告を行う方は相談に時間がかかりますので、夜間
の部のお越しはご遠慮ください。
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